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人事評価（業績評価）結果の賞与（勤勉手当）への反映について
1

平成28年４月施行の改正地方公務員法により、人事評価制度の実施と能力・実績に基づく人事管理

の徹底が義務付けられた。
本市では、人事評価結果を昇任・昇格や昇給、分限（降任、免職、降級）について活用しているが、賞

与（勤勉手当）への反映が未実施となっている。

１ 他団体の状況（人事評価結果の賞与（勤勉手当）への反映状況）

注１：反映済には、一部実施含む。
注２：中核市において、管理職の

みへの反映は４市のみ
注３：R2.4.1現在

２ 人事評価結果の賞与（勤勉手当）への反映の必要性

地方公務員法で実施が義務化
人事評価結果の賞与（勤勉手当）への反映は、平成28年４月施行の改正地方公務員法

で義務付けられている。
県を通じた総務省のヒアリングにおいても、速やかな実施が求められている。

中核市 反
映
済

47/60市（78.4％） 未
反
映

13/60市
（未回答３市含む）

長野市、鹿児島市、倉敷

市、長崎市、宮崎市 ほか

県内市 17/19市（89.5％） ２/19市 長野市 ほか

団体名 反映開始時期等

国 　Ｈ22年６月～本府省　Ｈ23年６月～本府省以外

長野県 　Ｈ22年６月～

[ 注１～３ ]

[ 注３ ]



３ 人事評価（業績評価）結果の勤勉手当への反映について【素案】

（２） 勤勉手当への反映手順等

2

（１） 目 的

将来に渡り安定した市民サービスを継続していくためには、職員個々の力を高め、多様な
課題に対し積極的かつ柔軟に対応できる組織力を向上させていくこと。

職場の一体感や連帯意識を損なうことなく、モラール（やる気）が保てる職場とすること。

ア 成績区分の設定

成績区分は次の三区分とする。

成績区分 説 明

Ａ
他の職員に良い影響を及ぼす成果を挙げた者で、更なる活躍が期待さ
れる区分

Ｂ
目標どおりの成果を挙げた者で、引き続き持てる力を発揮することが期
待される区分

Ｃ もうひと頑張りの奮起が期待される区分
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（ア） 調整評価者が評価した点数を基礎として、職員課において、例えば職位単位ごとに成
績区分の候補者を選定する。

イ 勤勉手当への反映手順

成績区分 候補とする範囲の考え方

Ａ 一定の点数以上で、目標水準を明らかに上回る成果を挙げた職員

Ｂ 区分Ａ及び区分Ｃ以外の職員

Ｃ 一定の点数以下で、目標水準を著しく下回る成果となった職員

（ウ） 成績区分の決定は、公平性を担保するため複数の視点で判断するものとし、実際の評価
点数と成績区分決定の目線を合わせるため、調整評価者と職員課等で行う。

（エ） 前年の業績評価の結果を、当年６月期及び１２月期の勤勉手当に反映する。
➣ 区分Ａの成績率は、区分Ｂより年間＋０．１ポイント（各期＋０．０５ポイント）程度
➣ 区分Ｃの成績率は、区分Ｂより年間▲０．１ポイント（各期▲０．０５ポイント）程度

（イ） 各成績区分の候補とする範囲は、次の考え方を基本とする。
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４ 賞与（勤勉手当）への反映までのスケジュール【素案】

Ｒ２．８ ９ １０ １１ １２ Ｒ３.１ ２ ３

Ｒ３．４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ Ｒ４.１ ２ ３

Ｒ４．４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ Ｒ５．１ ２ ３

組合協議

■部長会議

成績率・ｽｹ

ｼﾞｭｰﾙ決定

☆試行（６月賞与）

一部職員のみ

■Ｒ３人事評価

実施通知での

制度周知

■所属長研修

での周知

■新任課長補佐研修 、新任

係長研修及び新規採用職員

研修 での周知

■Ｒ３仮目標

設定通知で

の周知

☆試行（１２月賞与）

一部職員のみ

★本格実施（６月賞与）

すべての正規職員

★本格実施（１２月賞与）

すべての正規職員

■部長会議～本格実施に向けた制度説明

Ｒ２年度 業績評価 評価決定

成績率反映

評価決定Ｒ３年度 業績評価

成績率反映

■部長会議

素案の提示
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５ 今後のスケジュール

○令和２年１１月２５日（水） 部長会議（本日） 素案提示

○ 随 時 組合協議

○令和３年１月 団体交渉

○令和３年１月２８日（木） 部長会議 最終案提示・決定

○令和３年６月以降 試行


